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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象検出システム（３）を搭載した車両における対象検出方法であって、対象検出シス
テムが電磁波を送出し、検出領域内の対象（１５、１６、１７）で反射された波を受信す
る前記方法において、
　前記検出対象システムにより送出された電磁波により静止している対象（１５）、移動
している対象（１６）が認識され、前記対象（１６）で反射され、さらに付加的に車道に
沿って広がる対象（１４）で反射された間接的な対象反射（１７）に基づいて、直接的に
測定された対象（１６）の滞在箇所の妥当性を検証し、
　その前に直接検出された対象（１６）からもはや反射が測定できない場合に、車道に沿
って広がる対象（１４）で反射された間接的な対象反射（１７）が、以降の対象検出に利
用されることを特徴とする、対象検出方法。
【請求項２】
　前記車道に沿って広がる対象（１４）は、ガードレール、トンネル壁、仕切塀または騒
音防止壁であることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記間接的な対象反射（１７）は、直接的な対象反射（１６）に換算されることを特徴
とする、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記間接的な対象反射（１７）を直接的な対象反射（１６）に換算するために、車道に
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沿って広がる対象（１４）の位置が評価されることを特徴とする、請求項１～３のいずれ
かに記載の方法。
【請求項５】
　前記換算は、間接的な測定によって検出された対象滞在場所（１７）が、車道に沿って
広がる対象（１４）に反映されたと仮定して行われることを特徴とする、請求項３または
４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　対象検出システム（３）を搭載した車両における対象検出装置であって、対象検出シス
テムが電磁波を送出して、検出領域内の対象（１５、１６、１７）で反射された波を受信
する前記装置において、
　前記検出対象システム（３）により送出された電磁波により静止している対象（１５）
、移動している対象（１６）が認識され、車道の外部にある、測定された対象滞在場所（
１７）を間接的な対象反射（１７）として認識し、車道端縁に沿って広がる対象（１４）
の位置を評価し、車道端縁に沿って広がる評価された対象（１４）で反射された間接的な
対象反射（１７）の対象滞在位置に基づいて、直接的に測定された対象（１６）の滞在箇
所の妥当性を検証し、その前に直接検出された対象（１６）からもはや反射が測定できな
い場合に、車道に沿って広がる対象（１４）で反射された間接的な対象反射（１７）を、
以降の対象検出に利用する計算手段（８）を備えることを特徴とする、対象検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、対象検出システムを搭載した車両における対象検出方法および装置に関する
ものであって、対象検出システムは電磁波を発して、検出領域内部の対象による反射波を
受信し、かつ認識された対象によって反射され、付加的に車道に沿って広がる対象によっ
て反射された波が評価される。このとき評価は妥当性を評価するものであって、間接的な
対象反射によって直接測定された対象反射が検証される。または、その前に検出された対
象からもはや反射が測定できない場合に、それ以降の対象検出のために間接的な対象反射
が利用されることにある。
【背景技術】
【０００２】
　２００２年４月にシュトゥットガルトでローベルトボッシュ社から出版された出版物「
適応的走行速度制御ＡＣＣ」（“Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ｆａｈｒｇｅｓｃｈｗｉｎｄｉｇｋ
ｅｉｔｓｒｅｇｅｌｕｎｇ　ＡＣＣ”，ＩＳＢＮ－３－７７８２－２０３４－９）から、
適応的な間隔速度制御器が知られている。これは、発せられたマイクロ波放射を用いて前
を走行する車両を認識して、前を走行する車両が認識された場合には、間隔制御を目的と
して速度制御を実施し、前を走行する車両が認識されない場合には一定速度に制御するこ
とを目的として速度制御が実施されるように、車両の駆動および減速装置へ介入する。こ
のため、ＦＭＣＷ変調されたマイクロ波放射が放射され、センサ検出領域内の対象によっ
て反射されたかかる放射の部分波が、間隔センサにより再び受信されて評価される。
【発明の開示】
【発明の核心と利点】
【０００３】
　本発明の核心は、対象検出システムと適応的な間隔速度制御器を搭載した車両における
対象検出の方法および装置を提供することにある。例えばガードレールのように車道に沿
って広がる対象によって付加的に反射された対象反射が対象検証に利用され、あるいは直
接的な対象反射、すなわちガードレールを反映しない、前を走行する車両におけるマイク
ロ波反射が存在しない場合に、間接的な反射、すなわちガードレールにおける付加的な反
射を有した、前を走行する車両におけるマイクロ波反射で代用され、間接的な対象反射が
それ以降の対象トラッキングに利用されることにより、改良される。
【０００４】
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　本発明によれば、これは独立請求項の特徴によって解決される。好ましい展開と形態が
、従属請求項から明らかにされる。ガードレールは良好なレーダー反射体なので、車両制
御にレーダーセンサを使用する場合には、ガードレールにおける反映が生じる場合がある
。この場合に、真の対象における対象センサのレーダー放射の反射が付加的にガードレー
ルで反映されることによって、例えば道路の外部で移動する見せかけの対象が生じる。こ
の見せかけの対象は、真の対象から区別することは困難である。というのはこの場合に、
ほぼ等しい間隔と等しい相対速度を有する対象においては、レーダーセンサが通常のよう
にアジマス角を解像することができる場合でも、受信したアジマス角による対象分離は不
可能だからである。その原因は、反映の反射成分と実対象の反射成分とが重畳されること
にある。この場合、より強い成分が強調されるが、反映が真の対象における直接の反射よ
りもずっと高い信号強度を有する可能性がある。というのは、レーダー後方散乱断面は、
対象を見る角度に極めて強く依存し、すなわちより高い信号強度を有する対象のアジマス
角だけが測定されるからである。したがって本発明の核心は、対象トラッキングの中断と
ガードレール反映に基づく見せかけの目標を回避することにある。
【０００５】
　好ましくは、評価は妥当性を評価するものであって、その妥当性の評価においては、付
加的に車道に沿って広がる対象で反射された、間接的な対象反射によって、車道に沿って
広がる対象で反射されていない、直接測定された対象反射が検証される。
【０００６】
　さらに好ましくは、評価は、その前に直接検出された対象からもはや反射が測定できな
い場合に、車道に沿って広がる対象で反射された間接的な対象反射が、以降の対象検出に
利用されることにある。
【０００７】
　さらに好ましくは、車道に沿って延びる対象は、ガードレール、トンネル壁、騒音防止
壁、仕切塀または規則的な間隔で配置されている案内柱である。
【０００８】
　さらに好ましくは、評価するために、間接的な対象反射が仮定され、直接的な対象反射
に換算される。
【０００９】
　特に好ましくは、間接的な対象反射を仮定して直接的な対象反射に換算するために、車
道に沿って広がる対象の位置が評価される。
【００１０】
　さらに好ましくは、間接的な測定によって検出された、測定された対象滞在場所が、車
道に沿って広がる対象に反映されるように、換算が行われる。
【００１１】
　特に重要なのは、本発明に基づく方法を、自動車の間隔速度制御を行う制御装置のため
に設けられている制御部材として実現することである。その場合に制御部材上にプログラ
ムが記憶されており、そのプログラムは計算装置上、特にマイクロプロセッサまたは信号
プロセッサ上で遂行可能であって、本発明に基づく方法を実施するのに適している。した
がってこの場合においては、本発明は制御部材上に格納されているプログラムによって実
現されるので、プログラムを有するこの制御部材は、プログラムがこれを実施するのに適
している方法と同様に本発明を表している。制御部材として、特に電気的なメモリ媒体、
例えばリードオンリーメモリを使用することができる。
【００１２】
　本発明の他の特徴、適用可能性および利点は、図面の図に示される本発明の実施例につ
いての以下の説明から明らかにされる。この場合、すべての記載あるいは図示されている
特徴はそれ自体、あるいは任意の組み合わせにおいて、特許請求項におけるその要約ある
いはその帰属に関係なく、かつ明細書または図面におけるその表現または表示に関係なく
、本発明の対象を形成する。
【００１３】
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　以下、本発明の実施例を、図面を用いて説明する。
【実施例の説明】
【００１４】
　図１には、本発明にかかる実施形態の装置のブロック回路図が示されている。図には適
応的な間隔速度制御器１が示されており、特に入力回路２を備えている。入力回路２を用
いて間隔速度制御器１へ入力信号を供給することが可能である。入力信号としては、特に
対象センサ技術３の信号が間隔速度制御器１へ供給される。対象センサ技術３は、例えば
レーダーセンサ、レーザーセンサ、ビデオセンサ、あるいはこれらのセンサ種類の組み合
わせとして形成することができ、この場合には１つまたは複数の個々のセンサを有してい
る。特に好ましくは、対象センサ技術３は、送出された電磁放射がセンサ検出領域内の対
象で反射され、反射された部分波が対象センサ技術３によって再び受信されて再び評価さ
れるように形成されている。
【００１５】
　評価では、測定値から特に認識された対象の間隔、相対速度、および認識された対象の
自己の車両の延長された縦軸に関して位置決めされるアジマス角を求める。さらに、間隔
速度制御器１の入力回路２に、自己の車両の速度を表す速度センサ４の速度信号Ｖが供給
される。これにより、対象センサ技術３が提供する相対的な測定値を絶対値に換算し、そ
れによって例えば静止している対象を移動する目標から区別することが可能である。さら
に、入力回路２には、運転者操作可能な操作装置５の信号が供給されるが、その操作装置
を用いて間隔速度制御器１をオンオフすることができ、制御パラメータと調節において運
転者固有に調節可能である。さらに、入力回路２にはヨーレートセンサ６の信号Ψ’（以
下において、図１の符号６に記載された「プサイドット」を「Ψ’」と記載する。）が供
給され、そのヨーレートセンサは車両垂直軸を中心とする車両の回転を測定して、間隔速
度制御器１へ供給する。このヨーレート信号Ψ’を用いて、自己の車両がその時点でカー
ブ走行にあるか、あるいは直線道路上で前進しているかを認識することができる。ヨーレ
ートセンサ６を操舵角度センサで代替することもできるので、ステアリングホィールの操
作から現在通過しているカーブ曲率を推定することもできる。
【００１６】
　入力回路２へ供給された入力信号は、間隔速度制御器１の内部でデータ交換装置７によ
って計算装置８へさらに伝達され、その計算装置内で供給された入力データに基づいて最
終的な操作部材のための操作信号が計算される。計算装置８内で、認識された対象の相対
的な位置が評価されて適切な目標対象が選択され、これにしたがって車両の駆動装置およ
び減速装置が駆動される。この目標対象は、好ましくは、自己の車両と同一の走行車線上
で自己の車両の直前を走行している車両である。この車両の速度と間隔にしたがって、最
終的な操作部材が駆動される。このため操作信号が求められ、その操作信号は計算装置８
からデータ交換システム７を用いて出力回路９へさらに伝達される。出力回路９は、操作
信号を最終的な操作部材へ出力し、その操作材部が車両を加速または減速する。操作部材
として、１つには駆動装置のパワーを定める操作部材１０が設けられており、それは例え
ば電気的に操作可能な絞り弁または燃料噴射システムの燃料量測定装置とすることができ
る。
【００１７】
　さらに出力回路９から車両の減速装置１１へ操作信号が出力され、減速装置１１は駆動
することによってブレーキ力またはブレーキ圧を構築する。このブレーキ力またはブレー
キ圧は、車両ブレーキによって減速要請信号に応じた車両減速へ変換される。
【００１８】
　図２には、本発明に基づく方法を適用することの可能な交通状況が示されている。図に
は、対象センサ技術３が示されており、好ましくは自己の車両の前側に取り付けられてい
る。このとき、自己の車両は現在カーブ走行中であって、これから走行する予定の車両コ
ース１３上を前進している。このカーブ走行については、例えばヨーレートセンサ６によ
ってヨーレートΨ’が算出され、ヨーレートからカーブ半径ｒが算出される。
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【００１９】
　対象センサ技術３は、対象検出領域内で、対象、すなわち例えば、車道の端縁に止まっ
ている対象１５、走行車線の内部の対象１６および走行車線の外部の対象１７を認識して
いる。止まっている対象１５は、自己の速度ｖと対象１５の相対速度ｖｒｅｌの評価を比
較することによって求めることができ、例えば道路端縁の標識板、ガードレール、道路端
縁の案内柱あるいは他の車道端縁の固定の対象とすることができる。同様に対象センサ技
術３によって検出された移動する対象１６は、例えば前を走行する車両であって、間隔ｄ
ｒを有して相対速度ｖｒｅｌで自己の車両と同じ方向に移動している。この対象１６は、
直接的な対象反射によって測定される。すなわち、対象センサ技術３から送出されたマイ
クロ波放射が対象１６で反射されて、直接対象センサ技術３によって再び受信されたこと
を意味している。
【００２０】
　さらに、図示する状況において、車道に沿って広がる対象１４が存在しており、例えば
ガードレール、トンネル壁、騒音防止壁または車道端縁に規則的に配置されている案内柱
として、配置されている。車道に沿って広がるこの対象１４においては、測定放射の他の
反射が行われるので、ダミー目標１７が測定される。このダミー目標１７は、間接的な対
象反射に基づいている。すなわち、対象センサ技術３から送出された測定放射が前を走行
する車両１６によって車道端縁の対象の方向に反射され、車道に沿って広がる対象１４の
点１８において再度反射される。したがって、間接的な対象反射として対象センサ技術３
によって受信される。
【００２１】
　この間接的な対象反射は、対象センサ技術３によってダミー目標１７として認識され、
そのダミー目標は、ガードレールの向こう側、すなわち車道の外部にある対象点１７を表
す。このダミー目標１７は、対象１６と絶対値的に同じ速度ｖｒｅｌで移動するが、間隔
ｄｓを有している。測定された対象が、車道端縁に沿って広がる対象１４のこちら側にあ
るか、向こう側にあるかを認識するために、車道端縁１４の見積りまたは測定が行われる
。これに加えて、車道端縁に配置されている、止まっている対象１５、例えば交通標識板
、ガードレール、あるいは同様の反射する対象の評価も行われる。このような止まってい
る対象１５が認識されない場合には、さらに、対象センサ技術３に対する車道端縁の横変
位ｂが仮定されて、車道端縁が曲率半径ｒ＋ｂに相当する曲率半径１２を有することによ
って、車道端縁１４を評価することができる。この場合、ｒはヨーレートセンサ６によっ
て求められた自己の車両コース１３の曲率半径であり、ｂは評価される車道端縁に対する
対象センサ技術の横変位である。
【００２２】
　この測定または見積りされた車道端縁を用いて、前を走行する車両１６の直接的な対象
反射が再度反射されてダミー目標１７を形成する、反射点１８を計算することができる。
ガードレール１４の向こう側にあることが認識された対象１７はダミー対象であって、ガ
ードレール１４における測定放射の反射点１８と自己の車両コース３の曲率半径ｒおよび
横変位ｂがわかっている場合に、測定値ｄｒとｄｓを用いて、対象センサ技術３とダミー
目標１７との間で放射が反射点１８においてガードレール１４で反映されたことを推定す
ることができる。これにより、推定される実際の対象点が計算される。
【００２３】
　計算された推定される実際の対象点と、実際に測定された対象１６の対象滞在場所との
比較を、測定値の妥当性（蓋然性）の評価のために利用することができる。というのは、
ダミー対象点１７の計算された推定される実際の滞在箇所は、移動する対象１６の滞在箇
所にほぼ相当し、かつ２つの対象は対象センサ技術３に関して同じ相対速度ｖｒｅｌを有
しているからである。ダミー対象が現れた場合に、間接的な対象反射ビームｄｓは、強度
から、直接的な対象反射ビームｄｒよりも強い可能性があるので、移動する対象１６は対
象センサ技術３を用いてはもはや検出されず、ダミー対象１７が認識される可能性がある
。この場合、前を走行して移動する対象１６は消滅し、この対象に関する対象トラッキン
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グはもはや実施できない。
【００２４】
　このように対象トラッキングが途絶えた場合でも、前もって妥当性が検証されたダミー
対象１７によって、実際の対象を間接的な対象反射ビームｄｓを用いてさらに追求するこ
とが可能である。このために、ダミー対象滞在箇所１７と反射点１８によって計算可能な
、推定される実際の対象滞在箇所が求められ、この計算された推定される実際の対象滞在
箇所が以降の対象トラッキングのためにさらに利用される。これにより、移動する対象１
６が再び直接的な対象反射によって測定可能になるまで、移動する対象１６を間接的な対
象反射の検出を用いてさらに追求することができる。したがって、特に間隔速度制御器１
の対象トラッキングのために、ダミー目標の対象検出を確実に行うことができる方法が提
供される。
【００２５】
　図３には、本発明の実施形態に基づく方法のフローチャートが示されている。かかる方
法は、ブロック１９において、例えば適応的な間隔速度制御器１が運転者操作可能な操作
部材５によって駆動された場合、あるいは運転者が車両のスイッチがオンにされた後に、
開始される。それに続いて、ステップ２０に示すように、対象センサ技術３、ヨーレート
センサ６および速度センサ４からセンサデータが間隔速度制御器１へ読み込まれる。次の
ステップ２１において、ヨーレートセンサ６のヨーレートΨ’が評価されることによって
、自己がこれから走行する予定の車両コース１３のカーブ半径ｒが計算される。その後、
続くステップ２２において、例えば車道端縁の止まっている対象１５が評価されることに
より、あるいは止まっている対象が測定されなかったために評価された車道端縁１４に対
する横間隔ｂが評価されることによって、ガードレール間隔ｂが求められる。
【００２６】
　ステップ２３においては、ガードレールの向こう側、すなわち車道の外部にある、移動
する対象１７が識別される。このため、その滞在場所と測定あるいは評価された車道端縁
推移１４とが比較されて、対象位置１７がガードレール１４のこちら側にあるか向こう側
にあるかが求められる。続くステップ２４においては、ステップ２３においてガードレー
ルの向こう側にあると認識された移動する対象について、車道端縁１４と、ダミー目標１
７の滞在場所を対象センサ技術３の位置と結んだ直接的な結合線ｄｓとの交点から反射点
１８が求められ、推定される実際の滞在場所が計算される。ガードレール１４における反
射点１８と、自己の走行コースの曲率半径ｒおよび対象センサ技術３と車道端縁１４との
間の横変位ｂから定められる車道端縁１４の曲率半径１２との認識から、対象の推定され
る実際の滞在箇所を求めることができる。
【００２７】
　続くステップ２５において、反射点を用いて推定される実際の対象滞在場所に換算され
たダミー対象位置１７が、実際に測定された真の対象滞在箇所１６とほぼ一致するかが調
べられることによって、直接的な対象反射により間接的な対象反射の妥当性の評価が実施
される。このため、これらの２点の座標が比較され、かつその相対速度ｖｒｅｌが絶対値
的にほぼ等しくなければならない。直接測定された移動する対象１６の滞在場所と、反射
点１８を用いて換算されたダミー対象１７の推定される実際の対象滞在場所がほぼ一致し
た場合には、直接測定された真の対象１６を妥当であるとすることができ、ステップ２５
は肯定へ分岐する。したがって、ステップ２６において、直接測定された反射データを用
いて対象１６の対象トラッキングを実施することができる。
【００２８】
　ステップ２５において妥当性のある値が十分に一致しない場合には、ステップ２５は否
定へ分岐して、ステップ２７が続行される。そのステップにおいて、直接的な対象反射に
よって測定された対象１６が測定落ちを有するかが調べられる。この測定落ちは、対象１
６の対象トラックが先行する測定から補外されて、移動する対象１６の対象反射が先行す
る測定サイクルにおいて計算されたコース推移の補外されたコース推移に合うか、が調べ
られることによって検出することができる。真の対象１６が測定落ちを持たないこと、す
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なわち対象１６について、その前に測定された値に合う対象位置と相対速度が求められた
ことが検出された場合には、ステップ２７において否定へ分岐して、ステップ２６で直接
的な対象反射測定に基づく対象データによる対象１６のための対象トラッキングが続行さ
れる。
【００２９】
　ステップ２７において、測定落ちが存在すること、すなわち対象１６について、例えば
間接的な反射に覆われたために対象位置が検出できなかったことが認識された場合には、
ステップ２７は肯定へ分岐して、ステップ２８において、ダミー目標位置１７と反射点１
８を用いて推定される実際の対象データに換算された、対象位置データおよび相対速度デ
ータを用いて、対象トラッキングが実施される。それによって、前を走行する車両の対象
トラッキングが中断された場合でも、例えば、前を走行する車両１６について直接測定さ
れた対象値が再び測定されるまで、車両のパワーを定める操作部材１０と減速装置１１を
制御するために、対象トラッキングを続行することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の実施形態に基づく装置を概略的に示すブロック回路図である。
【図２】本発明に基づく方法を説明するグラフである。
【図３】本発明に基づく方法の実施形態のフローチャートを示す。

【図１】 【図２】
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